
専門部会報告書について

議題２

令和２年６月
出入国在留管理庁



「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」の概要について

送還を促進するための措置の在り方 収容の在り方

○ 退去強制令書発付の判断に当たり，本人の事情を適切に
考慮するための手続の充実・改善及び在留特別許可の考慮
要素・基準の一層の明確化の検討等

○ 常勤医師の確保等のための具体的措置及び治療拒否者
に必要な医療上の措置をとるための措置を講じること

○ 特に配慮が必要な被収容者の処遇の在り方等について
の不断の検討，見直し等

１ 本人の事情を適切に把握するための措置等

○ 退去強制令書が発付された外国人が早期の出国に応じる
場合，その者の在留状況，家族関係等を考慮し，次回入国に
際し，現行の上陸拒否期間より早期の上陸・在留を可能とす
る仕組みの制度化の検討等

２ 自発的な出国を促すための措置

○ 被退去強制者に渡航文書の発給申請等や本邦からの退去
を命ずる制度及び命令違反に対する罰則の創設の検討

３ 本邦から退去しない行為に対する罰則の創設

○ 送還停止効に一定の例外を設けること及び再度の難民認定
申請における審査手続の合理化・効率化の検討

○ 難民該当性の認定基準の明確化等，平成２６年の難民認定
制度に関する専門部会の提言を踏まえた施策の実施等

４ 送還の回避を目的とする難民認定申請に対処
するための措置

３ 仮放免その他収容の長期化を防止するための
措置（逃亡等の行為に対する罰則等）

２ 被収容者の処遇

１ 収容期間の上限，収容についての司法による
審査

○ 一定期間を超えて収容を継続する場合にその要否を吟味
する仕組みの創設，行政訴訟の機会のより適切な教示等，
行政手続の一層の適正確保を図るための有効な方策の検
討等

○ 仮放免の要件・基準の一層の明確化及び仮放免を不許
可とする場合のより具体的な理由の告知の検討

○ 被退去強制者について，第三者の支援又は補助等により，
送還の実施を担保するために逃亡防止等を図りつつ，収容
施設外で起居することを認める措置 （収容代替措置）の導
入の検討

○ 仮放免された者の逃亡等の行為に対する罰則の創設や
収容代替措置を導入する場合の実効的な逃亡防止措置
（罰則を含む。）等の検討等


